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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアを備えたインダクタと、
　前記インダクタが固定された固定部材であって、前記コアの熱膨張率よりも大きな熱膨
張率を有する材料からなる前記固定部材と、
　前記コアに取り付けられた台部であって、前記コアの熱膨張率よりも大きく、且つ、前
記固定部材の熱膨張率よりも小さな熱膨張率を有する材料からなる前記台部と、
　前記台部と前記固定部材との間に配されて、前記台部と前記固定部材とを接着する接着
剤層と、を備え、
　前記台部は、前記固定部材に向けて突出した脚部を有し、
　前記脚部によって前記台部と前記固定部材との間に形成された隙間に、前記接着剤層が
形成されている、回路構成体。
【請求項２】
　前記インダクタはケース内に収容されており、
　前記ケースの底壁が前記台部とされる、請求項１に記載の回路構成体。
【請求項３】
　前記脚部は複数の脚部を有し、
　前記複数の脚部の少なくとも1つは、他の脚部よりも前記台部の底面からの突出寸法が
大きく設定された位置決め脚部とされており、
　前記固定部材には、前記位置決め脚部に対応する位置に、前記位置決め脚部が挿通され
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る位置決め孔が形成されている、請求項１または請求項２に記載の回路構成体。
【請求項４】
　前記接着剤層は、熱硬化性の接着剤からなる請求項１から請求項３のいずれか一項に記
載の回路構成体。
【請求項５】
　前記固定部材は金属製のヒートシンクである、請求項１から請求項４のいずれか一項に
記載の回路構成体。
【請求項６】
　前記固定部材はガラスエポキシ基板である、請求項１から請求項５のいずれか一項に記
載の回路構成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示された技術は、回路構成体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インダクタを固定部材に固定する構造として、特開２００４－２５３５０８号公
報に記載のものが知られている。上記文献には、固定部材としての回路基板に固定用の孔
が形成されており、また、インダクタにも固定用の孔が形成されており、固定部材の孔と
、インダクタの孔とに、ボルト、リベット等の固定部材を挿通させた状態で、インダクタ
と回路基板とを固定する構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２５３５０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の構成によれば、ボルト、リベット等の固定部材が必要となるので
、部品点数が増加するという問題がある。
【０００５】
　そこで、インダクタを、直接に、固定部材に接着材を介して接着することが考えられた
。しかし、インダクタを構成する部品の熱膨張率と、固定部材を構成する材料の熱膨張率
とが異なる場合には、インダクタと固定部材とを接着状態で加熱すると、インダクタの部
品、及び固定部材の、いずれか一方に、熱膨張率の差に基づく応力が加わることになる。
すると、インダクタの部品、又は固定部材が変形したりする等の不具合が生じることが懸
念される。特に、インダクタを構成するコアは、熱膨張率が比較的に小さいため、加熱に
基づく応力の影響を受けやすいために問題となる。
【０００６】
　本明細書に開示された技術は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、回
路構成体が加熱された時に、コアに加わる応力を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書に開示された技術は、回路構成体であって、コアを備えたインダクタと、前記
インダクタが固定された固定部材であって、前記コアの熱膨張率よりも大きな熱膨張率を
有する材料からなる前記固定部材と、前記コアに取り付けられた台部であって、前記コア
の熱膨張率よりも大きく、且つ、前記固定部材の熱膨張率よりも小さな熱膨張率を有する
材料からなる前記台部と、前記台部と前記固定部材との間に配されて、前記台部と前記固
定部材とを接着する接着剤層と、を備え、前記台部は、前記固定部材に向けて突出した脚
部を有し、前記脚部によって前記台部と前記固定部材との間に形成された隙間に、前記接
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着剤層が形成されている。
【０００８】
　上記の構成によれば、回路構成体を加熱した場合に、固定部材の熱膨張率と、コアの熱
膨張率との差を、台部によって吸収することができる。これにより、回路構成体を加熱し
た時に、コアに加わる応力を抑制することができる。
　また、上記の構成によれば、台部と、固定部材との間の隙間の寸法を、脚部の、台部か
らの突出寸法によって規定することができる。これにより、接着剤層を均一に形成するこ
とができるので、台部と固定部材とを確実に接着することができる。
【０００９】
　本明細書に開示された技術の実施態様としては以下の態様が好ましい。
【００１０】
　前記インダクタはケース内に収容されており、前記ケースの底壁が前記台部とされる構
成が好ましい。
【００１１】
　上記の構成によれば、台部と、ケースとを別部材で形成する場合に比べて、部品点数を
削減することができる。
【００１４】
　前記脚部は複数の脚部を有し、前記複数の脚部の少なくとも1つは、他の脚部よりも前
記台部の底面からの突出寸法が大きく設定された位置決め脚部とされており、前記固定部
材には、前記位置決め脚部に対応する位置に、前記位置決め脚部が挿通される位置決め孔
が形成されている構成が好ましい。
【００１５】
　上記の構成によれば、位置決め脚部を位置決め孔に挿入することにより、インダクタを
固定部材に容易に位置決めすることができる。これにより、回路構成体の製造効率を向上
させることができる。
【００１６】
　前記接着剤層は、熱硬化性の接着剤からなるものであってもよい。
【００１７】
　熱硬化性の接着剤を硬化させるためには、回路構成体を加熱する必要がある。本明細書
に開示された技術は、このような場合に好適に用いることができる。
【００１８】
　前記固定部材は金属製のヒートシンクであってもよい。
【００１９】
　上記の構成によれば、回路構成体で発生した熱をヒートシンクに効率的に伝熱し、外部
に放散させることができるので、回路構成体の放熱性を向上させることができる。
【００２０】
　インダクタが固定される固定部材が金属製のヒートシンクである場合、金属はコアに比
べて熱膨張率が大きいので、加熱によるコアの膨張率と、ヒートシンクの膨張率との差が
大きくなりやすい。このような場合に、本明細書に開示された技術を適用することにより
、ヒートシンクからコアに加わる応力を効果的に抑制することができる。
【００２１】
　前記固定部材はガラスエポキシ基板であってもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本明細書に開示された技術によれば、回路構成体が加熱された時に、コアに加わる応力
を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施形態１に係る回路構成体を示す一部切欠側面図
【図２】コイル装置を示す斜視図
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【図３】コイルと、コアと、を示す分解斜視図
【図４】変形例１に係る回路構成体を示す側面図
【図５】変形例２に係る回路構成体を示す側面図
【図６】変形例３に係る回路構成体を示す側面図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　＜実施形態１＞
　本明細書に開示された技術の実施形態１について、図１ないし図３を参照して説明する
。本実施形態に係る回路構成体１０は、例えば、電気自動車やハイブリッド自動車等の車
両に搭載されて、ＤＣ／ＤＣコンバータとして使用される。以下では、Ｘ方向を右方、Ｙ
方向を前方、Ｚ方向を上方として説明する。
【００２５】
　回路構成体１０は、ヒートシンク１１（固定部材の一例）と、金属製のヒートシンク１
１に固定されたコイル装置１２（インダクタの一例）と、備える。コイル装置１２は、Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータの、例えば出力電圧を平滑化するチョークコイルとして用いることが
できる。回路構成体１０は、図示しない筐体に収容される構成とすることができる。
【００２６】
　ヒートシンク１１を構成する金属としては、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅
合金、ステンレス等、必要に応じて任意の金属を適宜に選択できる。本実施形態において
は、アルミニウム、又はアルミニウム合金が用いられる。
【００２７】
（コイル装置１２）
　コイル装置１２は、図２及び図３に示すように、コイル１３と、磁性体のフェライトコ
ア１４（コアの一例）と、コイル１３及びフェライトコア１４を覆うケース１５と、を備
える。
【００２８】
（コイル１３）
　コイル１３は、図３に示すように、いわゆるエッジワイズコイルであって、例えば銅又
は銅合金からなり、扁平な矩形状の断面を有する帯状の平角線を、平角線の断面（形状）
の短辺側が内径面及び外径面となるように螺旋状に巻回して形成したものであり、エナメ
ル等の被覆が形成されていない裸の導体とされている。このコイル１３は、複数の円環状
のターン部１６と、外部と接続される一対の端子部１７とを有する。複数のターン部１６
は、同一形状（内径及び外径が同一）であって、上下方向に並んでおり、上下に隣り合う
ターン部１６が周方向に連なっている。複数のターン部１６により、コイル１３は、全体
として、上下方向に弾性変形可能となっている。
【００２９】
　一対の端子部１７は、複数のターン部１６のそれぞれに連なり、ターン部１６から前方
に延びている。端子部１７は、ターン部１６の内周及び外周の接線方向に延びた後、下方
にクランク状に屈曲している。
【００３０】
　端子部１７の先端部には、ボルト１８の軸部が挿通可能な円形状の接続孔１９が貫通形
成されている。端子部１７は、相手側端子２１の接続孔（図示せず）にボルト１８の軸部
を通してナット２０で締結することで、端子部１７と相手側端子２１とが接続される。
【００３１】
（フェライトコア１４）
　フェライトコア１４は、フェライト等の高透磁率の磁性体で形成されており、一対の分
割部材２２Ａ、２２Ｂを組み合わせて構成されている。各分割部材２２Ａ、２２Ｂは、円
柱状の柱部２３と、湾曲した内面を有する側壁部２４と、柱部２３と側壁部２４を連結し
てコイル１３を支持する板状の連結支持部２５と、を備え、これらが一体に形成されてい
る。コイル１３の上方及び下方から、分割部材２２Ａ、２２Ｂが、コイル１３に組み付け
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られている。
【００３２】
（ケース１５）
　コイル１３、分割部材２２Ａ、及び分割部材２２Ｂは、ケース１５に収容されている。
ケース１５内には、ポッティング材２６が充填されている。ポッティング材２６によって
、コイル１３、フェライトコア１４（分割部材２２Ａ、及び分割部材２２Ｂ）は、ケース
１５に固定されている。
【００３３】
　ケース１５は合成樹脂からなり、図２に示すように、前面が開口２７により開放された
箱状をなしている。より詳しくは、ケース１５は、コイル１３の上面及び下面に沿う上壁
２８及び底壁２９と、コイル１３の左右の側面に沿う側壁３０と、コイル１３の背面に沿
う後壁３１と、を有している。尚、ケース１５の底壁２９は、ヒートシンク１１の上面と
対向するようになっている。
【００３４】
　ケース１５の底壁２９には、ヒートシンク１１に向かって下方に突出する複数の脚部３
２が形成されている。複数の脚部３２は、他の脚部３２よりも底壁２９からの突出寸法が
大きく設定された、１つの位置決め脚部３２Ａを有する。
【００３５】
　ヒートシンク１１には、この位置決め脚部３２Ａに対応する位置に、位置決め脚部３２
Ａが挿入される位置決め孔３３が上下方向に穿孔されている。位置決め孔３３は、有底孔
であってもよいし、また、ヒートシンク１１を上下に貫通する貫通孔であってもよい。
【００３６】
　位置決め孔３３に挿入された位置決め脚部３２Ａの外面が、位置決め孔３３の内面と当
接することにより、ヒートシンク１１と、ケース１５とが、ヒートシンク１１の板面に沿
う方向について位置決めされるようになっている。
【００３７】
　ケース１５を構成する合成樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレ
フィン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、
ナイロン６，６、ナイロン６等のポリアミド、など必要に応じて任意の合成樹脂を適宜に
選択できる。また、合成樹脂は、タルク、ガラスファイバー等、任意のフィラーを含む構
成としてもよい。
【００３８】
　複数の脚部３２のうち、位置決め脚部３２Ａと異なる脚部３２の下端部が、ヒートシン
ク１１の上面に上方から当接することにより、ケース１５の底壁２９と、ヒートシンク１
１との間には隙間３４が形成されている。この隙間３４内には、接着剤層３５が形成され
ている。
【００３９】
　上記の接着剤層３５によって、ケース１５の底壁２９と、ヒートシンク１１の上面とが
接着されている。本実施形態においては、接着剤層３５を構成する接着剤としては、熱硬
化性接着剤が用いられている。熱硬化性接着剤としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、
シリコーン樹脂等、必要に応じて任意の熱硬化性接着剤を用いることができる。
【００４０】
（熱膨張率）
　本実施形態に係るフェライトコア１４の熱膨張率は、９×１０－６～１０×１０－６［
℃］である。また、本実施形態に係るヒートシンク１１の熱膨張率は、２０×１０－６～
２５×１０－６［℃］である。また、本実施形態に係るケース１５の熱膨張率は、１２×
１０－６～１８×１０－６［℃］である。
【００４１】
　このように、本実施形態係るケース１５の熱膨張率は、フェライトコア１４の熱膨張率
よりも大きく、且つ、ヒートシンク１１の熱膨張率よりも小さい。



(6) JP 6520765 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

【００４２】
（実施形態の作用、効果）
　続いて、本実施形態の作用、効果について説明する。本実施形態に係る回路構成体１０
は、フェライトコア１４を備えたコイル装置１２と、コイル装置１２が固定されると共に
、フェライトコア１４の熱膨張率よりも大きな熱膨張率を有する材料からなるヒートシン
ク１１と、フェライトコア１４に取り付けられると共に、フェライトコア１４の熱膨張率
よりも大きく、且つ、ヒートシンク１１の熱膨張率よりも小さな熱膨張率を有する材料か
らなるケース１５と、ケース１５とヒートシンク１１との間に配されて、ケース１５とヒ
ートシンク１１とを接着する接着剤層３５と、を備える。
【００４３】
　上記の構成によれば、回路構成体１０が加熱された場合に、ヒートシンク１１の熱膨張
と、フェライトコア１４の熱膨張との差を、ケース１５によって吸収することができる。
これにより、回路構成体１０を加熱した時に、フェライトコア１４に加わる応力を抑制す
ることができる。
【００４４】
　フェライトコア１４は、比較的に熱膨張率が小さい。一方で、ヒートシンク１１を構成
するアルミニウム（またはアルミニウム合金）は、フェライトコア１４に比べて熱膨張率
が大きい。このため、回路構成体１０が加熱された場合に、フェライトコア１４には、ヒ
ートシンク１１の変形に基づく応力が加わることになる。更に、フェライトコア１４は比
較的に脆性なので、ヒートシンク１１からの変形に基づく応力によって、割れたり、欠損
したりするという問題が懸念される。本明細書に開示された技術は、フェライトコア１４
に応力が加えられる場合に、好適に用いることができる。
【００４５】
　また、本実施形態によれば、コイル装置１２はケース１５内に収容されており、ケース
１５の底壁２９が、ヒートシンク１１に接着剤層３５を介して接着されている。
【００４６】
　上記の構成によれば、ヒートシンク１１と固定するための部材と、ケース１５とを別部
材で形成する場合に比べて、部品点数を削減することができる。
【００４７】
　また、本実施形態によれば、ケース１５は、ヒートシンク１１に向けて突出した脚部３
２を有し、脚部３２によってケース１５とヒートシンク１１との間に形成された隙間３４
に、接着剤層３５が形成されている。
【００４８】
　上記の構成によれば、ケース１５と、ヒートシンク１１との間の隙間３４の寸法を、脚
部３２の、ケース１５の底壁２９からの突出寸法によって規定することができる。これに
より、接着剤層３５の厚みを均一に形成することができるので、ケース１５とヒートシン
ク１１とを確実に接着することができる。
【００４９】
　また、本実施形態によれば、脚部３２は複数の脚部３２を有し、複数の脚部３２の少な
くとも1つは、他の脚部３２よりもケース１５の底面からの突出寸法が大きく設定された
位置決め脚部３２Ａとされており、ヒートシンク１１には、位置決め脚部３２Ａに対応す
る位置に、位置決め脚部３２Ａが挿通される位置決め孔３３が形成されている。
【００５０】
　上記の構成によれば、位置決め脚部３２Ａを位置決め孔３３に挿入することにより、コ
イル装置１２をヒートシンク１１に容易に位置決めすることができる。これにより、回路
構成体１０の製造効率を向上させることができる。
【００５１】
　また、本実施形態によれば、接着剤層３５は、熱硬化性の接着剤からなる。
【００５２】
　熱硬化性の接着剤を硬化させるためには、回路構成体１０を加熱する必要がある。本明
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細書に開示された技術は、このような場合に好適に用いることができる。
【００５３】
　また、本実施形態によれば、コイル装置１２は、金属製のヒートシンク１１に固定され
ている。
【００５４】
　上記の構成によれば、回路構成体で発生した熱をヒートシンクに効率的に伝熱し、外部
に放散させることができるので、回路構成体１０の放熱性を向上させることができる。
【００５５】
　コイル装置１２が固定される固定部材が金属製のヒートシンク１１である場合、金属は
フェライトコア１４に比べて熱膨張率が大きいので、加熱によるフェライトコア１４の膨
張率と、ヒートシンク１１の膨張率との差が大きくなりやすい。このような場合に、本明
細書に開示された技術を適用することにより、ヒートシンク１１からフェライトコア１４
に加わる応力を効果的に抑制することができる。
【００５６】
　＜変形例１＞
　次に、実施形態１に係る変形例１を、図４を参照して説明する。本変形例においては、
位置決め脚部３２Ａが省略されている。上記以外の構成については、実施形態１と略同様
なので、同一部材については同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００５７】
　複数の脚部３２と、ヒートシンク１１の上面とが当接することにより、ケース１５の底
壁２９と、ヒートシンク１１の上面との間には隙間３４が形成されている。この隙間３４
に、接着剤層３５が形成されている。
【００５８】
　＜変形例２＞
　次に、実施形態１に係る変形例２を、図５を参照して説明する。本変形例においては、
脚部３２、及び位置決め脚部３２Ａが省略されている。上記以外の構成については、実施
形態１と略同様なので、同一部材については同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００５９】
　ケース１５の底壁２９と、ヒートシンク１１の上面との間に、接着剤層３５が形成され
ており、この接着剤層３５によって、ケース１５とヒートシンク１１とが固定されている
。
【００６０】
　＜変形例３＞
　次に、実施形態１に係る変形例３を、図６を参照して説明する。本変形例においては、
ケース１５が省略されている。フェライトコア１４のうち分割部材２２Ａ、２２Ｂの下面
は、板状を成す合成樹脂製の台部４０の上面に固定されている。分割部材２２Ａ、２２Ｂ
と、台部４０とは、副接着剤層４１を介して接着されている。
【００６１】
　台部４０の下面には、ヒートシンク１１に向かって下方に突出する複数の脚部４２が形
成されている。脚部４２の下面と、ヒートシンク１１の上面とが当接することにより、台
部４０とヒートシンク１１との間には隙間４３が形成されている。この隙間４３に、主接
着剤層４４（接着剤層の一例）によって、台部４０とヒートシンク１１とが固定されてい
る。
【００６２】
　上記以外の構成については、実施形態１と略同様なので、同一部材については同一符号
を付し、重複する説明を省略する。
【００６３】
　本変形例によれば、ケース１５を設ける場合に比べて、コイル装置１２を小型化するこ
とができる。
【００６４】



(8) JP 6520765 B2 2019.5.29

10

20

30

　＜他の実施形態＞
　本明細書に開示された技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定される
ものではなく、例えば次のような実施形態も本明細書に開示された技術の技術的範囲に含
まれる。
【００６５】
　（１）本実施形態においては、インダクタはコイル装置１２としたが、これに限られず
、インダクタは、トランスであってもよい。
【００６６】
　（２）本実施形態においては、固定部材はヒートシンク１１としたが、これに限られず
、固定部材は、回路基板（ガラスエポキシ基板の一例）であってもよい。また、固定部材
は、金属製のバスバーであってもよい。
【００６７】
　（３）本実施形態においては、接着剤層３５は熱硬化性の接着剤からなる構成としたが
、これに限られず、接着剤層３５は、室温硬化性の接着剤によって形成される構成であっ
てもよい。
【００６８】
　（４）本実施形態においては、コアとしてフェライトコア用いたが、これに限られず、
コアを構成する材料は、金属等、必要に応じて任意の磁性体を適宜に選択することができ
る。
【符号の説明】
【００６９】
　１０：回路構成体
　１１：ヒートシンク（固定部材）
　１２：コイル装置（インダクタ）
　１４：フェライトコア（コア）
　２９：ケースの底壁（台部）
　３２，４２：脚部
　３２Ａ：位置決め脚部
　３３：位置決め孔
　３５：接着剤層
　４０：台部
　４４：主接着剤層（接着剤層）
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